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コロナ禍での労働・生活問題に関する統計分析

 

生徒』が 140人増加している」と分析している（厚生

労働省，2021：82）。さらに、「女性の原因・動機別の

状況について、令和２年の自殺者数を過去５年平均の

自殺者数と比較してみると、『勤務問題』が 34.8％と

大きく増加しており、職業別の分析において特徴的で

あった女性の『被雇用者・勤め人』の自殺者数の増加

との関連が推測される」と分析している（厚生労働省，

2021：84）。 

 

３．雇用・労働の問題 

 周（2020：5）によると、2020年の「5月の就業状況

を調査したところ、失業・休業した者の割合は、男女

間格差、正規・非正規間格差および収入階層間の格差

が顕著である」ことを指摘している。「解雇、雇い止め、

企業の倒産による『非自発的失業』の割合は、男性や

正規労働者、高収入層が 2％未満であるのに対し、女

性は 2.7％、非正規労働者は 3.8％、低収入層は 3.1％

となっている」、「もっとも大きな格差が現れているの

は、職に就いているのに実際は仕事をしていなかった

『休業者』の割合である。男性や正規労働者と高収入

層の休業者割合がそれぞれ 1.6％、1.4％、0.5％であ

るのに対して、女性は 5.3％、非正規労働者は 6.9％、

低収入層は 7.6％にも達している。休業によって高ま

る潜在的失業のリスクは、女性が男性の 3.3倍、非正

規が正規の 4.9 倍、低収入層が高収入層の 16.1 倍も

の高さである」と分析している。 

 女性が非正規で働く割合は、約 5割となっている（2）

ことに鑑みると、コロナ禍で「潜在的失業のリスク」

が高まっているのは女性であり、非正規雇用であるが

ゆえに低収入であるうえ、社会保険が未適用になる可

能性も高く、企業による福利厚生や労働者保護の対象

から外れやすい。非正規雇用という働き方が家計を補

助する役割であれば生活困窮に直結するリスクは低く

なるものと考えられるが、生計の主たる担い手である

とすると生活困窮に直結するリスクが高くなるものと

考えられる。 

 

４．研究課題の設定 

 以上の先行研究等の動向を踏まえ、本稿では、既集

計の公的統計データ（月別）を用い、コロナ禍がはじ

まった 2020 年 1 月以降の状況について、以下の点の

分析を試みる。第 1に、コロナ禍での労働市場の動向

が生活（生活保護の受給や自殺）にどう影響している

かを概観する。第 2に、女性の労働・生活問題が深刻

になっているという問題提起を踏まえ、性別による分

析を試みる。 

 
Ⅲ．コロナ禍での労働・生活問題の分析 

１．労働（雇用）・生活（貧困）・自殺の問題 

 コロナ禍で雇用・就業環境が不安定になったなか、

雇用保険等の社会保険には一定の受給要件をともなう

ため、要件を充足しなければ受給できない。仮に受給

できたとしても給付期間に限りがあるため、受給期間

中にリスク回避がなされなければ生活困窮へのリスク

が高まる。このような状況を想定し、セーフティネッ

トとしての役割を担っているのが生活保護制度である。

しかし、セーフティネットになるはずの生活保護がそ

の役割を果たしているかは疑問を抱かざるを得ない。 

 表 1は、コロナ禍での有効求職者数・自殺者数・被

保護実人員の推移について示したものである。この情

報をもとに分析したのが図 2である。まず、「有効求職

者数」の増加に反比例して「被保護実人員」が減少す

る傾向を示しており、双方の間に強い負の相関関係（相

関係数-0.8070）がみられる。他方、「有効求職者数」

の増加に比例して「自殺者数」が増加する傾向を示し

ており、双方の間にやや強い正の相関関係（相関係数

0.6400）がみられる。 

 宮寺（2021）に比べると、2021年 1月以降の情報が

加わったことで、数値にやや改善する傾向がみられる。

2020年 12月 22日に厚生労働省がホームページに「生

活保護を申請したい方へ」と題して、「生活保護の申

請は国民の権利です。生活保護を必要とする可

能性はどなたにもあるものですので、ためらわ

ずにご相談ください。」というメッセージを掲

載した。このメッセージによる効果が多少あらわれた

ものとみうけられる。また、自殺者数についても同様

であり、生活保護をはじめとする社会保障・社会福祉

制度の機能が高まったことで自殺者数の増加を抑制し

た可能性を示唆するものである。 

 
２．雇用・雇用保険受給・自殺をめぐる性別分析 

 図 3は、月別・男女別の有効求職者数と基本手当受

給者数・自殺者数の散布図であり、有効求職者数の多

くは失業者であることに鑑み、雇用状況と基本手当（雇

用保険）の受給が自殺にどう影響するかを男女別に分

析したものである。 
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雇用保険等の社会保険には一定の受給要件をともなう

ため、要件を充足しなければ受給できない。仮に受給

できたとしても給付期間に限りがあるため、受給期間

中にリスク回避がなされなければ生活困窮へのリスク

が高まる。このような状況を想定し、セーフティネッ

トとしての役割を担っているのが生活保護制度である。

しかし、セーフティネットになるはずの生活保護がそ

の役割を果たしているかは疑問を抱かざるを得ない。 

 表 1は、コロナ禍での有効求職者数・自殺者数・被

保護実人員の推移について示したものである。この情

報をもとに分析したのが図 2である。まず、「有効求職

者数」の増加に反比例して「被保護実人員」が減少す

る傾向を示しており、双方の間に強い負の相関関係（相

関係数-0.8070）がみられる。他方、「有効求職者数」

の増加に比例して「自殺者数」が増加する傾向を示し

ており、双方の間にやや強い正の相関関係（相関係数

0.6400）がみられる。 

 宮寺（2021）に比べると、2021年 1月以降の情報が

加わったことで、数値にやや改善する傾向がみられる。

2020年 12月 22日に厚生労働省がホームページに「生

活保護を申請したい方へ」と題して、「生活保護の申

請は国民の権利です。生活保護を必要とする可

能性はどなたにもあるものですので、ためらわ

ずにご相談ください。」というメッセージを掲

載した。このメッセージによる効果が多少あらわれた

ものとみうけられる。また、自殺者数についても同様

であり、生活保護をはじめとする社会保障・社会福祉

制度の機能が高まったことで自殺者数の増加を抑制し

た可能性を示唆するものである。 

 
２．雇用・雇用保険受給・自殺をめぐる性別分析 

 図 3は、月別・男女別の有効求職者数と基本手当受

給者数・自殺者数の散布図であり、有効求職者数の多

くは失業者であることに鑑み、雇用状況と基本手当（雇

用保険）の受給が自殺にどう影響するかを男女別に分

析したものである。 
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 表 1 コロナ禍での有効求職者数・基本手当受給者数・自殺者数・被保護実人員の推移 

  
有効求職者数（人） 基本手当受給者数（人） 自殺者数（人） 被保護実人員 

（人） 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 
20/01 1,638,787  597,164  460,614  383,636 160,633 223,003 1,686 1,189 497 2,068,638 
20/02 1,680,543  600,604  478,586  358,161 152,207 205,954 1,464 1,031 433 2,064,204 
20/03 1,748,482  627,498  496,594  361,940 156,289 205,651 1,758 1,250 508 2,066,650 
20/04 1,779,720  645,885  495,045  351,238 154,192 197,046 1,507 1,063 444 2,059,536 
20/05 1,761,499  646,124  484,670  399,281 172,623 226,658 1,591 1,093 498 2,057,703 
20/06 1,835,032  665,062  505,271  497,118 214,524 282,594 1,572 1,061 511 2,055,531 
20/07 1,869,444  677,224  525,541  591,228 250,727 340,501 1,865 1,199 666 2,053,606 
20/08 1,905,688  687,845  540,410  667,925 277,939 389,986 1,931 1,253 678 2,050,043 
20/09 1,941,943  696,924  550,482  714,286 295,004 419,282 1,889 1,229 660 2,049,409 
20/10 1,987,640  710,067  557,899  708,069 291,398 416,671 2,230 1,341 889 2,049,746 
20/11 1,936,448  693,251  537,901  643,034 264,973 378,061 1,893 1,242 651 2,048,675 
20/12 1,849,911  674,178  510,596  604,306 249,664 354,642 1,695 1,104 591 2,050,391 
21/01 1,840,958  673,477  514,691  574,702 241,230 333,472 1,751 1,179 572 2,049,630 
21/02 1,888,878  686,242  530,076  358,161 152,207 205,954 1,689 1,136 553 2,047,778 
21/03 1,994,724  719,270  552,920  560,828 241,196 319,632 2,004 1,330 674 2,053,268 
21/04 2,090,998  735,170  561,146  538,172 233,619 304,553 1,848 1,239 609 2,043,423 
21/05 2,047,357  718,151  540,976  523,516 223,005 300,511 1,858 1,221 637 2,040,011 
21/06 1,996,420  698,605  525,566  575,730 243,842 331,888 1,839 1,214 625 2,039,038 
21/07 1,915,744  683,255  510,108  580,885 242,657 338,228 1,708 1,147 561 2,038,416 
21/08 1,918,434  690,368  510,396  594,900 248,500 346,400 1,714 1,104 610 2,037,800 
21/09 1,928,503  693,072  511,389  585,912 245,570 340,342 1,619 1,079 540 2,038,210 
21/10 1,956,339  701,064  515,770  565,768 237,845 327,923 1,590 1,066 524 ― 
21/11 ― ― ― ― ― ― 1,493 981 512 ― 

注１：「基本手当受給者数」は、雇用保険の求職者給付の基本手当を受給した人数であり、「個別延長給付受給者

数」を加算している。 

注２：「自殺者数」について、2020年 1月から 12月は「確定値」であり、2021年 1月以降は「速報値」である。 

資料：厚生労働省「一般職業紹介状況」、「雇用保険事業月報」、「被保護者調査」、厚生労働省・警察庁「令和２年

中・令和３年中における自殺の状況」より作成 

 

 
 注：宮寺（2021：100）に 2021年 1月以降の情報を追加したものになっている。 

出所：表 1に同じ。 
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